
水循環基本計画（原案）に関する意見の募集について（意見募集要領） 

 

平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ ５ 日 

内閣官房水循環政策本部事務局 

 

平成２６年７月１日に施行された水循環基本法（平成２６年法律第１６号）１３条に基づき、政府

は、水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水循環基本計画を定めることとされ

ています。 

今般、当該計画の原案を作成しました。つきましては、下記の要領にて、広く国民の皆様から、本

件に関する御意見を募集いたします。 

皆様からいただいた御意見は、担当部局において取りまとめた上で、水循環基本計画（案）の検討

を行う際の参考とさせていただきます。 

 
記 

 
１．意見募集対象 

「水循環基本計画（原案）」 

 
２．意見募集期間 

平成２７年４月１５日（水）から平成２７年４月２８日（火）まで（必着） 
 
３．意見の提出方法 
   御意見は、別添の意見提出様式に、次の①から⑧までを御記入の上、郵送、ファックス、電子メ

ールまたは電子政府の総合窓口（e-Gov）のいずれかの方法で、下記「４．意見の提出先」まで提出

してください。 
① 氏名（法人又は団体としての意見提出の場合には、その名称、代表者氏名並びに担当部署

及び担当者氏名） 
② 住所（法人又は団体としての意見提出の場合には、①の担当部署の所在地） 
③ 電話番号（法人又は団体としての意見提出の場合には、①の担当者のもの） 
④ 電子メールアドレス（法人又は団体としての意見提出の場合には、①の担当者のもの） 
⑤ 職業（法人又は団体の場合は記入不要） 
⑥ 年齢（法人又は団体の場合は記入不要） 
⑦ 性別（法人又は団体の場合は記入不要） 
⑧ 御意見（該当箇所のページ及び行を御意見ごとに示した上で、簡潔に記述してください。） 

 
４．意見の提出先 

   内閣官房 水循環政策本部事務局 パブリックコメント担当 あて 

① 郵送の場合   ：〒１００－８９１８ 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

（中央合同庁舎３号館２階） 

（封筒表面に「水循環基本計画（原案）に関する意見」と朱書きしてください。） 

② ファックスの場合：０３－５２５３－１５８２ 

（ファックスの件名は「水循環基本計画（原案）に関する意見」としてください。） 

③ 電子メールの場合： mizujyunkan_LAW@mlit.go.jp 

（電子メールの件名は「水循環基本計画（原案）に関する意見」としてください。） 
④ 電子政府の総合窓口（e-Gov）の場合：７．資料入手方法②の URL より 



 
５．いただいた御意見について 
   お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、「水循環基本計画（案）」の作成の

参考とさせていただきます。なお、お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねます

ので、あらかじめ御了承願います。 

 
６．その他注意事項 

① 御意見は、日本語で提出してください。 
② 御意見を正確に把握する必要があるため、電話による御意見の受付はいたしかねます。 
③ 提出された御意見とともに、住所（都道府県まで）、職業、年齢及び性別を公表する場合があ

ります。 
④ 文字化け等を防ぐため、半角カナ、特殊文字等は使用しないでください。 
⑤ 2,000 文字を超える御意見は、郵送、ファックスまたは電子メールのいずれかで提出してくだ

さい。 
⑥ 次の項目に該当する御意見は無効とさせていただきます。 
   ・２．に示す意見募集期間内に到着しなかったもの 
   ・３．に示す意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの 
   ・個人や特定の法人・団体を誹謗中傷するような内容 
   ・個人や特定の法人・団体の財産又はプライバシーを侵害する内容 
   ・個人や特定の法人・団体の著作権を侵害する内容 
   ・法律に反する内容 

・公序良俗に反する行為又は犯罪的な行為に結びつく内容 
・営業活動等営利を目的とする内容 
・水循環基本計画（原案）との関係が明らかでない内容 

 
７．資料入手方法 

インターネットによる閲覧 
① 内閣官房水循環政策本部ホームページ 

     http://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/ 
② 電子政府の総合窓口（e-Gov）「パブリックコメント」 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060100957 
 
８．その他 
   氏名、住所等の個人情報については、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の

確認等、本意見募集に関連する業務のみに使用します。 
 

以 上 
お問合せ先 
 内閣官房 水循環政策本部事務局 

               参事官補佐 正木
ま さ き

 

               参事官補佐 吉川
よしかわ

 

               直通：０３－５２５３－８３８９ 
 


